
都島区役所市民協働課における地域防災力向上コーディネーター業務 

会計年度任用職員採用等に関する要綱 

   

                                   

（目的） 

第 1 条  この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、都島区役所市民

協働課における地域防災力向上コーディネーター業務会計年度任用職員（以下、「会計年度任用

職員」という。）について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（任用） 

第２条  会計年度任用職員の選考は、自治体等における防災業務経験又は防災士の資格を有する者のう 

ちから、論文試験及び口述試験で選考を実施する。 

 

（任用の期間） 

第３条  会計年度任用職員の任用期間は１年以内とし、任用期間の終了日は毎年 3 月 31 日とする。 

 

（再度の任用） 

第 4 条  再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合 

的に勘案して判断するものとする。ただし、再度の任用は 2 回までとする。 

 

（業務内容） 

第 5 条  区民及び地域自主防災組織等に対する地域防災力向上等業務とする。 

 

（勤務） 

第 6 条  会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等については、区長が決めるものとする。 

    ただし、勤務時間は週 30 時間を超えないものとする。 

 

（施行の細目） 

第 7 条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、区長が定める。 

 

（附則） 

 1 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 2 第 2 条に規定する会計年度任用職員の選考、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要

綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。  

（附則） 

この改正は、令和７年４月１日から施行する。 

（附則） 

この改正は、令和８年４月１日から施行する。 


